
南山城村高校生通学定期代助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、高校生が通学に利用するＪＲ関西本線の通学定期券購入に要する費用を助成するこ

とにより、ＪＲ関西本線の利用促進かつ保護者の経済的負担の軽減や、村内に定住を図ることを目的

とする。 

（用語の定義） 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 高 校 生  南山城村内に住所を有する者で、学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する

高等学校(定時制を含む。)、特別支援学校高等部若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する

専修学校に就学している者をいう。ただし、休学等定期的な通学実態がない場合は、本助成金の対象

外とする。 

(2) 保 護 者  親権を行う者、未成年後見人その他の者で、高校生を現に監護する者をいう。 

(3) 通学定期券  西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ＪＲ関西本線区間における村内2駅(月ヶ

瀬口駅及び大河原駅)から加茂駅及び新堂駅区間」を利用する通学定期券であって、高校生の居住

地から学校までの経路であり合理的かつ経済的な経路に係るものをいう。 

(4) 通 学 費  前号に規定する通学定期券の購入費用に相当する額をいう。 

(5) 助成対象経費  高校生が通学する学校までの通学定期券購入費用であり、前3号に規定する定

期券であって、対象は村内2駅のいずれかから加茂駅又は新堂駅までの費用を上限とする。 

（助成対象者） 

第3条 助成金の交付の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、高校生の保護者とする。ただ

し、高校生が成年である場合は、この限りでない。 

（助成金の額） 

第4条 助成金の額は、第2条第5項に定める助成対象経費とする。 

（対象期間） 

第5条 助成金の対象期間は、第2条第1号に定める高等学校等へ入学後3ヵ年を上限とし、1学年につき12

箇月以内とする。 

（助成金の交付申請） 

第6条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、南山城村高校生通学定期代助

成金交付申請書兼請求書（様式第1号）に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。 

(1) 在学を証明する書類（在学証明書・生徒手帳等） 

(2) 通学定期券の写し 

(3) 振込を希望する金融機関の口座番号等が確認できるもの 

(4) その他村長が必要と認めるもの 

2 助成金の申請期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。 

（助成金の交付決定） 



第7条 村長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、当該申請の内容を審査の上、助成金の

交付を決定するものとする。 

2 申請者は、前条の規定による申請を行ったときは、当該申請に係る居住実態調査等に同意するものと

みなす。 

3 村長は、助成金の交付を決定したときは、南山城村高校生通学定期代助成金交付決定通知書（様式第

2号）により申請者に通知し、交付するものとする。 

（助成金の返還等） 

第8条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の決定の全部又は一部を取

り消し、既に支払われているときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。 

(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。 

（その他） 

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。 

附 則 

1この要綱は、令和 7年 4月 1日から施行する。 

(経過措置) 

2この要綱による施行日の前日までに購入された有効な定期券であり、施行日以降の通学に要するもの

については、令和 7年 4月 1日以降の費用について適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 1号(第 6条関係) 

年   月   日 

 

申請者(保護者) 

(住所)南山城村大字 

                                          

(氏名)            ㊞ 

(電話)              

 

南山城村高校生通学定期代助成金交付申請書兼請求書 

 

南山城村高校生通学定期代助成金交付要綱第 6条の規定により、助成金の交付及び請求を下記の 

とおり請求します。 

記 

1．【申請の内容】 

(フリガナ) 

生徒の氏名 

 生年月日 学年 

 
年  月  日  

生徒の住所 
□申請者に同じ 

□申請者と別（南山城村大字                  ） 

在籍学校名 
〇をしてください 

全日制・定時制 

乗車区間 ＪＲ大河原・月ケ瀬口 ～ 
ＪＲ・近鉄・京阪・地下鉄 

  （     ）駅 

申請額(購入金額) 円(１ヶ月・３ヶ月・６ヶ月・１２ヶ月) 

在学証明書等の添付※１ □ 在学証明書・生徒手帳・その他 

定期券の添付※２ □ 定期券の写し・（        ） 

※１ 在学証明書・生徒手帳等の在学や通学していることがわかる証明の写し 

※２ 定期券の写し等 

 

 



2．【振込先口座情報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振 込 口 座 

金 融 機 関 名 本・支店 

記 号 ･ 番 号 

（ゆうちょ銀行） 
 

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 

 

口 座 種 別 普通  ・  当座 

口 座 番 号 
 



様式第 2号(第 7条関係) 

第     号 

年  月  日 

 

    様 

 

 

南山城村長 

 

 

南山城村高校生通学定期代助成金交付決定通知書 

 

 

      年  月  日付けで申請及び請求のあった南山城村高校生通学定期代助成金については、

次のとおり交付することを決定したので、南山城村高校生通学定期代助成金交付要綱第 7 条の規定に

より通知します。 

 

記 

 

1．助成金交付決定額                  円 

 

2．交 付 の 条 件  南山城村高校生通学定期代助成金交付要綱第 8 条に掲げる事項に該当した

場合は、速やかに返還手続きを行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


